




























































































































































































































































































































































































































 

 

 

第４【関係法人の状況】 
 

１【資産運用会社の概況】 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 

② 資本金の額 

 本書の日付現在  ４億5,000万円 

③ 事業の内容 

（イ） 金融商品取引法に基づく投資運用業及び不動産の管理業務 

（ロ） 宅地建物取引業 

（ハ） 宅地建物取引業法第50条の２第１項第１号に規定する取引一任代理等の業務 

（ニ） 上記（イ）から（ハ）までに関連又は付帯する一切の業務 

 

ａ．会社の沿革 

年月日 事項 

平成15年８月26日 会社設立 

平成15年10月４日 宅地建物取引業免許取得 

（免許証番号 東京都知事(１）第82379号） 

平成15年10月14日 東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー東館13階へ

本店移転 

平成16年３月12日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 

（認可番号 国土交通大臣認可第20号） 

平成16年４月26日 投資信託委託業者に係る業務認可取得 

（認可番号 内閣総理大臣第30号） 

平成19年９月30日 金融商品取引業に係る登録（関東財務局長（金商）第395

号）（注） 

平成20年３月24日 商号をフロンティア・リート・マネジメント株式会社から三

井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社に変更 

平成22年５月１日 東京都中央区銀座六丁目８番７号交詢ビルディング６階へ本

店移転 

（注）平成19年９月30日付で金融商品取引業者の登録を受けたものとみなされ、平成19年12月13日付で証券取引法の一部を

改正する法律（平成18年法律第65号）附則第159条第２項の手続を完了しています。 

 

ｂ．株式の総数及び資本金の額の増減 

（ⅰ）発行可能株式総数（本書の日付現在） 

 36,000株 

（ⅱ）発行済株式の総数（本書の日付現在） 

 9,000株 

（ⅲ）最近５年間における資本金の額の増減 

 最近５年間における資本金の額の増減はありません。 
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ｃ．純資産の額 

 平成28年３月31日現在 16億1,452万円 

 

ｄ．その他 

（ⅰ）役員の変更 

 本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半

数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役

の任期は、選任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役

の任期は、選任後４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただ

し、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了すべき

時までとし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時

までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、２週

間以内に監督官庁へ届け出ます（金融商品取引法第31条第１項、第29条の２第１項第３

号）。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人

であるときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に就任した場合（他の

会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼

ねることとなった場合を含みます。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは

執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりませ

ん（金融商品取引法第31条の４第１項）。 

 

（ⅱ）訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが

予想される事実はありません。 

 

ｅ．関係業務の概要 

 本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。 

（ⅰ）本投資法人の資産の運用に係る業務 

（ⅱ）本投資法人の資金調達に係る業務 

（ⅲ）本投資法人への報告業務 

（ⅳ）その他本投資法人が随時委託する前記（ⅰ）乃至（ⅲ）に関連し又は付随する業務 

 

（２）【運用体制】 

 本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 

１ 投資法人の概況 （４）投資法人の機構」をご参照ください。 

 

（３）【大株主の状況】 

  （本書の日付現在）

名称 住所 
所有株式数
（株） 

比率 
（％） 

三井不動産株式会社 
東京都中央区日本橋室町二丁目１番１
号 

9,000 100

合計 － 9,000 100

（注）「比率」とは、発行済株式数に対する所有株式数の比率をいいます。 
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（４）【役員の状況】 

（本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴 
所有 

株式数

  昭和56年４月 三井不動産株式会社 入社  

  
平成10年10月 同社 資産マネジメント本部開発企画一部 

事業課長 
 

  
平成13年10月

 

日本ビルファンドマネジメント株式会社  

出向 
 

  平成16年４月 株式会社りそな銀行 出向  

代表取締役社長 田中 浩 平成19年４月 三井不動産株式会社 不動産ソリューショ 

ンサービス本部事業開発部長 

０ 

  
平成22年４月 同社 アコモデーション事業本部事業推進 

室室長 

 

  

平成23年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン 

ト株式会社 代表取締役社長就任（現在に 

至る） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 

株式数

  昭和61年４月 三井不動産株式会社 入社  

  平成23年４月 同社 開発企画部 開発企画グループ長  

 

藤山 吾朗 平成28年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン

ト株式会社 出向 

取締役企画・管理部長就任（現在に至る） 

０ 

  平成５年４月 株式会社長谷工コーポレーション 入社  

  
平成８年１月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託 

銀行株式会社） 出向 
 

  平成12年３月 不動産鑑定士登録  

取締役 海藤 明子 

平成12年９月 プライスウオーターハウスクーパース・ 

フィナンシャル・アドバイザリー・サービ 

ス株式会社（現プライスウォーターハウス 

クーパース株式会社） 入社 

０ 

  平成15年５月 株式会社産業再生機構 入社  

  平成18年３月 三井不動産株式会社 入社  

  
平成26年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン 

ト株式会社 出向  
 

  平成27年４月 同社 取締役財務部長就任（現在に至る）  

  平成８年４月 三井不動産株式会社 入社  

  平成20年10月 同社 国際事業部 業務グループ  

 岩本 貴志 平成23年４月 三井不動産（上海）投資諮詢有限公司出向 ０ 

  

平成28年４月 三井不動産フロンティアリートマネジメン

ト株式会社 出向 

取締役投資運用部長就任（現在に至る） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数

  昭和59年４月 三井不動産株式会社 入社  

 

 平成12年４月 三井不動産住宅サービス株式会社（現三井 

不動産レジデンシャルサービス株式会社） 

出向 高層住宅事業部 部長代理 

 

  平成13年４月 同社 総務部人材開発室長  

  
平成16年４月 三井不動産株式会社横浜支店 事業グルー 

プ長 

 

取締役 

（非常勤） 
山中 拡 

平成18年10月 三井不動産レジデンシャル株式会社出向  

横浜支店 開発グループ長 

０ 

平成20年４月 株式会社ユニリビング 取締役  

  

平成25年４月 三井不動産株式会社 関連事業部業務 グ 

ループ長就任（現在に至る） 

日本ビルファンドマネジメント株式会社  

取締役就任（現在に至る） 

三井不動産フロンティアリートマネジメン 

ト株式会社 取締役就任（現在に至る） 

 

  昭和59年４月 三井不動産株式会社 入社  

  
平成13年６月 日本ビルファンドマネジメント株式会社  

出向 

 

  
平成15年４月 三井不動産株式会社 広報部 広報グルー 

プ 

 

監査役 

（非常勤） 
國兼 洋一 

平成16年４月 同社 広報部 広報グループ長 

０ 
平成21年４月 同社 不動産ソリューションサービス本部 

法人ソリューション部 ソリューション営 

業グループ長 

  

平成27年４月 同社 関連事業部 部長補佐（現在に至 

る） 

三井不動産フロンティアリートマネジメン 

ト株式会社 監査役就任（現在に至る） 

 

（注）本書の日付現在、本資産運用会社の従業員は、18名です。 
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（５）【事業の内容及び営業の概況】 

① 事業の内容 

 本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として投資運用業を行っています。 

 

② 営業の概況 

 本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資法

人は、本投資法人のみです。 

 

③ 関係業務の概況 

 資産運用会社としての業務 

（イ）投資運用業務 

 本資産運用会社は、投信法及び規約の規定等に従い、本投資法人の資産の運用に係る業務

を行います。また、本投資法人がその資産の運用に関し第三者より苦情を申し立てられた場

合、当該苦情の処理その他必要な行為、及びその他本投資法人の資産の運用に関連し又は付

随する業務を行います。 

 

（ロ）資金調達業務 

 本資産運用会社は、本投資法人が行う、投資口を引き受ける者の募集、投資法人債の発行、

借入れ若しくは借換え、又はこれらに類似する資金調達行為に関し、本投資法人のために必

要な業務を行います。 

 

（ハ）報告業務 

 本資産運用会社は、投信法に従った報告書の作成及び交付、その他本投資法人の要求に基

づき委託業務に関する報告を行います。 

 

（ニ）本資産運用会社は、その他本投資法人が随時委託する前記（イ）乃至（ハ）に関連し又

は付随する業務を行います。 
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２【その他の関係法人の概況】 

Ａ．機関運営事務に関する一般事務受託者及び資産保管会社（投信法第117条第４号乃至第６号及

び第208条関係）並びに投資主名簿等管理人（投信法第117条第２号、第３号及び第６号関係） 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

 三井住友信託銀行株式会社 

 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

② 資本金の額 

 平成28年３月31日現在  342,037百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法（昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。）（以下「銀行法」といいます。）

に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第

43号。その後の改正を含みます。）（以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営ん

でいます。 

 

（２）【関係業務の概要】 

① 機関運営事務に関する一般事務等受託者としての業務 

（イ）本投資法人の役員会の運営に関する事務 

（ロ）その他上記（イ）に準ずる業務又は付随する業務（委託事務の具体的範囲及び処理方法

等は、本投資法人と機関運営事務に関する一般事務等受託者が協議の上、別途定めるものと

します。） 

（ハ）本投資法人の投資主総会の運営に関する事務 

（ニ）その他上記（ハ）に準ずる業務又は付随する業務（委託事務の具体的範囲及び処理方法

等は、本投資法人と機関運営事務に関する一般事務等受託者が協議の上、別途定めるものと

します。） 

② 資産保管会社としての業務 

（イ）資産保管業務 

（ロ）金銭出納管理業務 

（ハ）その他上記（イ）及び（ロ）に関連し又は付随する業務 

③ 投資主名簿等管理人としての業務 

（イ）投資主名簿等の作成、管理及び備置に関する事務 

（ロ）投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等（以下本③にお

いて「投資主等」といいます。）の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座

簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務 

（ハ）投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務 

（ニ）投資主等の提出する届出の受理に関する事務 

（ホ）投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及

びこれらの返戻履歴の管理に関する事務 

（ヘ）議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務 

（ト）金銭の分配（以下本③において「分配金」といいます。）の計算及び支払に関する事務 

（チ）分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関

する事務 

（リ）投資主名簿等の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務 

（ヌ）投資口に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作
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成事務 

（ル）投資口の併合、投資口の分割、募集投資口の発行、合併等に関する事務等の臨時事務 

（ヲ）委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務 

（ワ）その他振替機関との情報の授受に関する事項 

（カ）上記（イ）から（ワ）に関する照会に対する応答 

（ヨ）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号。その後の改正を含みます。）（以下「番号法」といいます。）に係る以下の個人

番号関係事務 

ａ．支払調書等の作成対象となる投資主等（登録投資口質権者を含みます。以下同じです。）

及び新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号（以下「個人番号等」といいます。）

に係る、保管振替機関宛請求及び通知の受領に関する事務 

ｂ．本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等にかかる個人番号等の収集に関する事務 

ｃ．本投資法人の投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定め

る保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務 

ｄ．行政機関等宛個人番号等の提供に関する事務 

ｅ．その他、番号法に基づく上記ａ．からｄ．までに付随する事務 

（タ）上記（イ）から（ヨ）に掲げる事項に付随する事務 

 

（３）【資本関係】 

 該当事項はありません。 

 

Ｂ．特別口座管理人（投信法第117条第２号及び第６号関係） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

② 資本金の額 

 平成28年３月31日現在  324,279百万円 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。 

 

（２）関係業務の概要 

特別口座管理人としての業務 

（イ）振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 

（ロ）総投資主通知に係る報告に関する事務 

（ハ）新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続に関する事務 

（ニ）保管振替機構その他の振替機関（以下本（２）において「機構等」といいます。）から

の本投資法人に対する個別投資主通知に関する事務 

（ホ）振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財

産に係る記載又は記録に関する事務 

（ヘ）特別口座の開設及び廃止に関する事務 

（ト）加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の機構等への通

知及び届出に関する事務 

（チ）特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替
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手続に関する事務 

（リ）振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 

（ヌ）加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務 

（ル）加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求（機構等を通じて請求されるものを

含みます。）に関する事務 

（ヲ）上記（イ）から（ル）までに掲げるもののほか、加入者等（投資主、登録投資口質権者

及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下同じです。）による請

求に関する事務 

（ワ）上記（イ）から（ヲ）までに掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及

び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務 

（カ）加入者等からの照会に対する応答に関する事務 

（ヨ）投資口の併合・分割に関する事務 

（タ）上記（イ）から（ヨ）までに掲げる事務に付随する事務 

（レ）番号法に係る加入者等の個人番号等の収集、登録、保管、利用及び廃棄又は削除に関す

る事務  

（ソ）上記（イ）から（レ）までに掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務並びに本

投資法人及び特別口座管理人間で協議のうえ定める事務 

 

（３）資本関係 

 該当事項はありません。 

 

Ｃ．会計事務等に関する一般事務受託者（投信法第117条第５号及び第６号関係） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 税理士法人平成会計社 

 東京都中央区日本橋一丁目４番１号 日本橋一丁目ビルディング 

② 資本金の額 

 該当事項はありません。 

③ 事業の内容 

 税理士業を営んでいます。 

 

（２）関係業務の概要 

① 投信法第117条第５号に規定される計算に関する事務 

② 投信法施行規則第169条第２項第６号に規定される会計帳簿の作成に関する事務 

③ 投信法施行規則第169条第２項第７号に規定される納税に関する事務の補助業務 

④ 番号法に係る個人番号関係事務 

⑤ そのほか上記①から④までの事務に関連し又は付随する業務 

 

（３）資本関係 

 該当事項はありません。 
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Ｄ．特定関係法人（資産運用会社の親会社） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

 三井不動産株式会社 

 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 

② 資本金の額 

 平成28年３月31日現在  339,766百万円 

③ 事業の内容 

 不動産業の貸借事業、分譲事業、マネジメント事業、その他の事業を営んでいます。 

 

（２）関係業務の概要 

 ＳＣマネジメント基本契約書に基づき、ＳＣマネジメント業務を提供します。詳細について

は、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 １ 投資法人の概況 (1) 主要

な経営指標等の推移 ② 運用状況 (ロ) 次期の見通し ａ．今後の運用方針 ｉ．今後の

投資方針と成長戦略 (iii) 三井不動産グループの商業施設運営管理ノウハウを活用した資

産価値の維持・向上」をご参照ください。また、本投資法人は、本投資法人の保有資産の一部

（本書の日付現在７物件）に係る建物賃貸借契約を締結しています。詳細については、前記

「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 (2) 投資資産 ③ その

他投資資産の主要なもの (ハ) テナントへの賃貸条件」をご参照ください。 

 

（３）資本関係 

 該当事項はありません。 
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第５【投資法人の経理状況】 
１．財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号、その後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、投資法人計算規則に基づ

いて作成しています。 

 

２．監査証明について 

 本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期計算期間（平成28年１

月１日から平成28年６月30日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人の監査を受けていま

す。 

 

３．連結財務諸表について 

 本投資法人には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。 
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円） 

 
第23期 

(平成27年12月31日) 
第24期 

(平成28年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 7,350,495 13,602,559 

信託現金及び信託預金 ※1 3,430,561 ※1 5,782,932 

営業未収入金 179,287 130,962 

前払費用 37,833 32,995 

繰延税金資産 12 18 

その他 1,588 5,051 

流動資産合計 10,999,779 19,554,519 

固定資産    

有形固定資産    

建物 55,477,956 55,951,243 

減価償却累計額 △14,746,173 △15,789,650 

建物（純額） ※1 40,731,783 ※1 40,161,592 

構築物 1,148,777 1,152,082 

減価償却累計額 △644,680 △685,387 

構築物（純額） ※1 504,096 ※1 466,694 

工具、器具及び備品 33,105 33,105 

減価償却累計額 △21,393 △22,891 

工具、器具及び備品（純額） ※1 11,711 ※1 10,213 

土地 ※1 71,448,200 ※1 72,921,941 

信託建物 49,827,758 45,396,095 

減価償却累計額 △15,667,383 △14,615,237 

信託建物（純額） ※1 34,160,374 ※1 30,780,858 

信託構築物 949,974 756,268 

減価償却累計額 △484,547 △407,102 

信託構築物（純額） ※1 465,427 ※1 349,165 

信託機械及び装置 669,558 669,558 

減価償却累計額 △345,132 △379,123 

信託機械及び装置（純額） ※1 324,425 ※1 290,435 

信託工具、器具及び備品 73,823 51,978 

減価償却累計額 △32,225 △19,563 

信託工具、器具及び備品（純額） ※1 41,597 ※1 32,415 

信託土地 ※1 109,338,522 ※1 102,727,034 

有形固定資産合計 257,026,139 247,740,351 

無形固定資産    

その他 2,335 1,933 

無形固定資産合計 2,335 1,933 

投資その他の資産    

長期前払費用 38,549 26,122 

差入敷金及び保証金 10,000 10,000 

信託差入敷金及び保証金 20,400 20,400 

投資その他の資産合計 68,949 56,522 

固定資産合計 257,097,424 247,798,807 

繰延資産    

投資法人債発行費 1,024 － 

繰延資産合計 1,024 － 

資産合計 268,098,229 267,353,326 
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    （単位：千円） 

 
第23期 

(平成27年12月31日) 
第24期 

(平成28年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

営業未払金 716,748 760,884 

短期借入金 3,000,000 3,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 4,560,000 7,440,000 

1年内償還予定の投資法人債 5,000,000 － 

未払金 36,757 80,870 

未払費用 274,881 272,355 

未払法人税等 712 907 

未払消費税等 331,771 305,025 

前受金 1,103,459 1,099,339 

預り金 38,876 37,967 

その他 33,830 32,400 

流動負債合計 15,097,036 13,029,749 

固定負債    

長期借入金 64,500,000 68,400,000 

預り敷金及び保証金 ※1 18,301,534 ※1 18,176,024 

信託預り敷金及び保証金 ※1 18,245,026 ※1 16,137,245 

その他 26,034 22,530 

固定負債合計 101,072,594 102,735,800 

負債合計 116,169,631 115,765,550 

純資産の部    

投資主資本    

出資総額 146,590,931 146,590,931 

剰余金    

任意積立金    

圧縮積立金 528,821 528,821 

任意積立金合計 528,821 528,821 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 4,808,844 4,468,024 

剰余金合計 5,337,665 4,996,845 

投資主資本合計 151,928,597 151,587,776 

純資産合計 ※2 151,928,597 ※2 151,587,776 

負債純資産合計 268,098,229 267,353,326 
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円） 

 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

営業収益    

賃貸事業収入 ※1 9,991,186 ※1 9,989,956 

その他賃貸事業収入 ※1 45,934 ※1 61,574 

営業収益合計 10,037,121 10,051,530 

営業費用    

賃貸事業費用 ※1 4,238,795 ※1 4,152,255 

不動産等売却損 － ※2 469,963 

資産運用報酬 428,149 416,121 

資産保管手数料 13,450 13,404 

一般事務委託手数料 21,895 24,485 

役員報酬 6,600 6,600 

その他営業費用 107,616 104,614 

営業費用合計 4,816,508 5,187,445 

営業利益 5,220,612 4,864,085 

営業外収益    

受取利息 645 401 

有価証券利息 140 136 

未払分配金戻入 1,888 2,609 

その他 477 519 

営業外収益合計 3,152 3,667 

営業外費用    

支払利息 365,440 358,792 

投資法人債利息 26,969 9,967 

投資法人債発行費償却 3,074 1,024 

その他 18,745 29,091 

営業外費用合計 414,230 398,876 

経常利益 4,809,535 4,468,876 

税引前当期純利益 4,809,535 4,468,876 

法人税、住民税及び事業税 870 982 

法人税等調整額 △2 △5 

法人税等合計 867 977 

当期純利益 4,808,667 4,467,899 

前期繰越利益 177 124 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 4,808,844 4,468,024 

 

- 219 -



（３）【投資主資本等変動計算書】

第23期（自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日） 

              （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
 

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計   任意積立金 当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△） 

剰余金合計 
  圧縮積立金 任意積立金合計 

当期首残高 146,590,931 528,821 528,821 4,642,737 5,171,558 151,762,490 151,762,490 

当期変動額              

剰余金の配当       △4,642,560 △4,642,560 △4,642,560 △4,642,560 

当期純利益       4,808,667 4,808,667 4,808,667 4,808,667 

当期変動額合計 - - - 166,107 166,107 166,107 166,107 

当期末残高 146,590,931 528,821 528,821 4,808,844 5,337,665 151,928,597 151,928,597 

 

第24期（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） 

              （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
 

出資総額 

剰余金 

投資主資本合計   任意積立金 当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△） 

剰余金合計 
  圧縮積立金 任意積立金合計 

当期首残高 146,590,931 528,821 528,821 4,808,844 5,337,665 151,928,597 151,928,597 

当期変動額              

剰余金の配当       △4,808,720 △4,808,720 △4,808,720 △4,808,720 

当期純利益       4,467,899 4,467,899 4,467,899 4,467,899 

当期変動額合計 - - - △340,820 △340,820 △340,820 △340,820 

当期末残高 146,590,931 528,821 528,821 4,468,024 4,996,845 151,587,776 151,587,776 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

区分 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

  円 円 

Ⅰ 当期未処分利益 4,808,844,871 4,468,024,102

Ⅱ 任意積立金取崩額    

圧縮積立金取崩額 － 340,500,000

Ⅲ 分配金の額 4,808,720,000 4,808,224,000 

(投資口1口当たりの分配金の額) (9,695) (9,694) 

Ⅳ 次期繰越利益 124,871 300,102 

 

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第37条(1)に定める

分配方針に基づき、分配金の額は利

益の金額を限度とし、かつ租税特別

措置法第67条の15に規定されている

本投資法人の配当可能利益の額の100

分の90に相当する額を超えるものと

しています。かかる方針により、当

期未処分利益を超えず、かつ、法人

税等の追加的発生による投資主の負

担が生じない範囲で、発行済投資口

の総口数496,000口の整数倍の最大値

となる4,808,720,000円を利益分配金

として分配することといたしまし

た。なお、本投資法人の規約第37条

(2)に定める利益を超えた金銭の分配

は行いません。 

本投資法人の規約第37条(1)に定める

分配方針に基づき、分配金の額は利

益の金額を限度とし、かつ租税特別

措置法第67条の15に規定されている

本投資法人の配当可能利益の額の100

分の90に相当する額を超えるものと

しています。かかる方針により、当

期未処分利益に圧縮積立金取崩額を

加算した金額かつ、法人税等の追加

的発生による投資主の負担が生じな

い範囲で、発行済投資口の総口数

496,000口の整数倍の最大値となる

4,808,224,000円を利益分配金として

分配することといたしました。な

お、本投資法人の規約第37条(2)に定

める利益を超えた金銭の分配は行い

ません。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 4,809,535 4,468,876 

減価償却費 2,197,451 2,157,685 

投資法人債発行費償却 3,074 1,024 

受取利息 △786 △538 

支払利息 392,410 368,759 

営業未収入金の増減額（△は増加） △22,793 43,315 

前払費用の増減額（△は増加） 2,642 17,264 

営業未払金の増減額（△は減少） △72,730 96,352 

未払費用の増減額（△は減少） 5,702 △1,246 

未払消費税等の増減額（△は減少） 230,417 △26,746 

未収消費税等の増減額（△は増加） 148,375 － 

前受金の増減額（△は減少） △35,660 △7,624 

信託有形固定資産の売却による減少額 － 9,108,414 

その他 52,838 43,184 

小計 7,710,476 16,268,723 

利息の受取額 757 572 

利息の支払額 △408,479 △370,038 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △350 △776 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,302,402 15,898,481 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻による収入 1,000,000 － 

有価証券の取得による支出 △400,000 △400,000 

有価証券の償還による収入 400,000 400,000 

有形固定資産の取得による支出 △70,424 △2,000,114 

信託有形固定資産の取得による支出 △151,672 △30,988 

無形固定資産の取得による支出 △2,103 － 

預り敷金及び保証金の返還による支出 △263,076 △278,959 

預り敷金及び保証金の受入による収入 － 153,450 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △755,843 △2,162,726 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 5,930 54,945 

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻によ

る収入 
1,718 25,895 

投資活動によるキャッシュ・フロー △235,472 △4,238,497 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 20,000,000 13,000,000 

短期借入金の返済による支出 △20,500,000 △13,000,000 

長期借入れによる収入 7,500,000 6,900,000 

長期借入金の返済による支出 △7,120,000 △120,000 

投資法人債の償還による支出 － △5,000,000 

分配金の支払額 △4,642,269 △4,809,653 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,762,269 △3,029,653 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,304,660 8,630,330 

現金及び現金同等物の期首残高 8,023,423 10,328,083 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 10,328,083 ※1 18,958,414 
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（６）【注記表】 

〔重要な会計方針〕 
 1.固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 （信託財産を含む） 

定額法を採用しています。なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

 建物          2～39年 

構築物         2～47年 

機械及び装置       8～14年 

工具、器具及び備品   3～15年 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しています。 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しています。 

2.繰延資産の処理方法 投資法人債発行費 

 投資法人債償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 

3.収益及び費用の計上基

準 

固定資産税等の処理方法 

 保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定さ

れた税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用し

ています。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人

に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用計上せず当該不動産の取得原価に

算入しています。 

4.ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用していま

す。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ取引 

ヘッジ対象  借入金金利 

(3) ヘッジ方針 

 本投資法人は、リスク管理方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目

的でデリバティブ取引を行っています。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価は省略しています。

5.キャッシュ・フロー計

算書における資金（現

金及び現金同等物）の

範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現

金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなっています。 

6.その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1) 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内全ての資産

及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び

損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の項目については、貸

借対照表において区分掲記しています。 

① 信託現金及び信託預金 

② 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地 

③ 信託差入敷金及び保証金 

④ 信託預り敷金及び保証金 

 (2) 消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 
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〔注記事項〕 

（貸借対照表関係） 

※1 担保に供している資産及び担保を付している債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

第23期 
（平成27年12月31日） 

第24期 
（平成28年６月30日） 

信託現金及び信託預金 380,427千円  380,427千円

建物 8,121,984千円  7,924,645千円

構築物 87,760千円  78,579千円

工具、器具及び備品 1,726千円  1,076千円

土地 19,466,393千円  19,466,393千円

信託建物 16,193,523千円  13,815,350千円

信託構築物 209,346千円  160,426千円

信託機械及び装置 48,145千円  42,150千円

信託工具、器具及び備品 12,282千円  11,559千円

信託土地 24,384,372千円  17,772,884千円

合計 68,905,962千円  59,653,493千円

 

担保を付している債務は次のとおりです。 

第23期 
（平成27年12月31日） 

第24期 
（平成28年６月30日） 

預り敷金及び保証金 7,020,879千円  6,759,701千円

信託預り敷金及び保証金 12,869,178千円  11,004,027千円

合計 19,890,057千円  17,763,728千円

 

※2 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

第23期 
（平成27年12月31日） 

第24期 
（平成28年６月30日） 

 50,000千円  50,000千円

 

※3 コミットメントライン契約 

 本投資法人は、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、特定融資枠（コミッ

トメントライン）契約を締結しております。 

第23期 
（平成27年12月31日） 

第24期 
（平成28年６月30日） 

特定融資枠の総額 15,000,000千円  15,000,000千円

当期末借入残高 －  －

当期末未実行枠残高 15,000,000千円  15,000,000千円
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（損益計算書関係） 

※1 不動産賃貸事業損益の内訳 

  （単位：千円）

 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

A.不動産賃貸事業収益  

賃貸事業収益  

賃料及び駐車場等使用料収入 9,991,186 9,989,956 

その他賃貸事業収入 45,934 10,037,121 61,574 10,051,530

 不動産賃貸事業収益合計 10,037,121  10,051,530

B.不動産賃貸事業費用  

賃貸事業費用  

外注委託費 518,582 510,199 

公租公課 1,036,110 1,076,725 

損害保険料 12,918 12,863 

修繕費 202,343 150,814 

減価償却費 2,197,451 2,157,685 

その他賃貸事業費用 271,388 4,238,795 243,967 4,152,255

 不動産賃貸事業費用合計 4,238,795  4,152,255

C.不動産賃貸事業損益 
（A－B） 

5,798,325  5,899,275

 

※2 不動産等売却損の内訳 

 

第23期(自平成27年７月１日 至平成27年12月31日) 

該当事項はありません。 

 

第24期(自平成28年１月１日 至平成28年６月30日) 

                    （単位：千円） 

ジョイフルタウン岡山 

不動産等売却収入 8,685,000 

不動産等売却原価 9,108,414 

その他売却費用 46,549 

不動産等売却損 469,963 
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（投資主資本等変動計算書関係） 

 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

発行可能投資口総口数及び 
発行済投資口の総口数 

 
 

発行可能投資口総口数 4,000,000口 4,000,000口

発行済投資口の総口数 496,000口 496,000口

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

現金及び預金  7,350,495千円  13,602,559千円

信託現金及び信託預金  3,430,561千円  5,782,932千円

使途制限付信託預金（注）  △452,973千円  △427,077千円

現金及び現金同等物  10,328,083千円  18,958,414千円

（注）テナントから預かっている敷金であり、テナント退去時にテナントに返還するため信託口座内に留保している預

金 

 

（リース取引関係） 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

 
第23期 

（平成27年12月31日） 
第24期 

（平成28年６月30日） 

１年内 25,044,332千円 24,293,008千円

１年超 74,618,648千円 69,661,799千円

合計 99,662,980千円 93,954,808千円

  

- 226 -



 

 

 

（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組指針 

 本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等に投資を

行うことを通じてその資産の運用を行うことを基本方針としています。かかる基本方針に基づ

く運用にあたり、不動産等の取得、修繕、分配金の支払及び有利子負債の返済等に充当する資

金を、金融機関からの借入れ、投資法人債の発行及び新投資口の追加発行により、調達を行い

ます。 

 余資運用については、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得の

みを目指した投資を行わないものとしています。当該方針に基づき、余資運用のために行う有

価証券及び金銭債権への投資は、原則として預金にて運用しています。 

 デリバティブ取引に係る権利への投資は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスク

その他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとしています。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 預金は、投資法人の余資を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒

されています。したがって、預金期間を短期に限り、信用格付の高い預入先金融機関と取引す

ることにより信用リスクを限定するとともに、原則として、各預入先金融機関からの借入金の

総額を預入れ限度額として取引することにより、安全性に留意しています。 

 借入金及び投資法人債の資金使途は、主に不動産等の取得及び既存の借入金の返済などを目

的としたものであり、返済・償還時の流動性のリスクに晒されています。したがって、総資産

有利子負債比率を低位に保つことに加えて、資金調達手段の多様化、借入先金融機関及び返済

期日の分散化、コミットメントラインの設定、手元流動性の確保を行うことにより流動性のリ

スクを限定するとともに、月次の資金繰計画表を作成することによりリスクの管理を行ってい

ます。 

 また、借入金のうち、短期借入金及び変動金利による長期借入金については、支払金利の上

昇リスクに晒されています。したがって、総資産有利子負債比率を低位に保ち、かつ、長期固

定金利による借入を高い比率に保つことにより、支払金利の上昇リスクを限定しています。加

えて、一部の変動金利による長期借入金に対しては、デリバティブ取引（金利スワップ取引）

をヘッジ手段として利用し支払金利を実質固定化することで、その変動リスクを回避していま

す。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の

方法については、前記「重要な会計方針 4.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。 

 預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、敷金に関してはテナント退去時の流

動性のリスク、保証金に関しては返済時の流動性のリスクに晒されています。したがって、敷

金及び保証金も含めて総資産負債比率を低位に保つことに加えて、借入金等と同様に、資金調

達手段の多様化、コミットメントラインの設定、手元流動性を確保することにより流動性のリ

スクを限定するとともに、月次の資金繰計画表を作成することによりリスクを管理しています。 

 

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

された価額が含まれています。当該価額の算定においては、一定の前提条件を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

 平成27年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

す。 

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 7,350,495 7,350,495 －

(2) 信託現金及び信託預金 3,430,561 3,430,561 －

資  産  計 10,781,057 10,781,057 －

(1) 短期借入金 3,000,000 3,000,000 －

(2) １年内返済予定の長期借入金 4,560,000 4,627,299 67,299

(3) １年内償還予定の投資法人債 5,000,000 5,007,500 7,500

(4) 長期借入金 64,500,000 65,286,739 786,739

(5) 預り敷金及び保証金 9,469,905 9,174,224 △295,680

(6) 信託預り敷金及び保証金 4,439,815 4,564,098 124,283

負  債  計 90,969,720 91,659,863 690,142

デリバティブ取引 － － －

デリバティブ取引計 － － －

 

 平成28年６月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

す。 

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 13,602,559 13,602,559 －

(2) 信託現金及び信託預金 5,782,932 5,782,932 －

資  産  計 19,385,491 19,385,491 －

(1) 短期借入金 3,000,000 3,000,000 －

(2) １年内返済予定の長期借入金 7,440,000 7,506,456 66,456

(3) １年内償還予定の投資法人債 － － －

(4) 長期借入金 68,400,000 70,119,717 1,719,717

(5) 預り敷金及び保証金 9,198,445 9,151,254 △47,191

(6) 信託預り敷金及び保証金 3,073,626 3,186,406 112,779

負  債  計 91,112,072 92,963,834 1,851,761

デリバティブ取引 － － －

デリバティブ取引計 － － －

 

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 

資  産 

（1）現金及び預金、(2）信託現金及び信託預金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっています。 

 

負  債 

（1）短期借入金 

 短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
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ます。 

（2）１年内返済予定の長期借入金、（4）長期借入金 

 長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似して

いると考えられることから、当該帳簿価額によっています。ただし、金利スワップの特例処理の対象とされ

た変動金利による長期借入金（後記「デリバティブ取引関係」をご参照ください。）及び固定金利による長

期借入金の時価については、その将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した

利率で割り引いた現在価値により算定しています。 

（3）１年内償還予定の投資法人債 

 投資法人債については、市場価格に基づき算定しています。 

（5）預り敷金及び保証金、（6）信託預り敷金及び保証金 

 これらのうち、預り保証金及び信託預り保証金については、その将来キャッシュ・フローを返済期日まで

の期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。 

 

デリバティブ取引 

 後記「デリバティブ取引関係」をご参照ください。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。 

  （単位：千円）

区分 
第23期 

（平成27年12月31日） 
第24期 

（平成28年６月30日） 

預り敷金及び保証金※ 8,831,628 8,977,578

信託預り敷金及び保証金※ 13,805,210 13,063,618

合計 22,636,839 22,041,197

※これらのうち、預り敷金及び信託預り敷金は、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっても

中途解約や更新・再契約の可能性があり、実質的な預託期間を算定することができないことから、合理的な

将来キャッシュ・フローを見積もることが困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。 

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

第23期（平成27年12月31日）     （単位：千円）

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

現金及び預金 7,350,495 － － － － －

信託現金及び信託預金 3,430,561 － － － － －

合計 10,781,057 － － － － －

 

第24期（平成28年６月30日）     （単位：千円）

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

現金及び預金 13,602,559 － － － － －

信託現金及び信託預金 5,782,932 － － － － －

合計 19,385,491 － － － － －
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（注４）借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

第23期（平成27年12月31日）     （単位：千円）

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

短期借入金 3,000,000 － － － － －

１年内返済予定の長期借入金 4,560,000 － － － － －

１年内償還予定の投資法人債 5,000,000 － － － － －

長期借入金 － 9,000,000 11,700,000 9,000,000 9,000,000 25,800,000

預り敷金及び保証金 95,295 95,295 95,295 95,295 95,296 －

信託預り敷金及び保証金 983,426 983,426 903,355 503,000 503,000 503,000

合計 13,638,722 10,078,722 12,698,651 9,598,295 9,598,296 26,303,000

 

第24期（平成28年６月30日）     （単位：千円）

 １年以内 
１年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

短期借入金 3,000,000 － － － － －

１年内返済予定の長期借入金 7,440,000 － － － － －

長期借入金 － 15,500,000 4,700,000 12,000,000 6,000,000 30,200,000

預り敷金及び保証金 95,295 95,295 95,295 95,295 39,706 －

信託預り敷金及び保証金 503,000 503,000 503,000 503,000 503,000 503,000

合計 11,038,295 16,098,295 5,298,295 12,598,295 6,542,706 30,703,000

 

（有価証券関係） 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

1. ヘッジ会計が適用されていないもの 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

2. ヘッジ会計が適用されているもの 

第23期(平成27年12月31日) 

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下の

とおりです。 

ヘッジ会計の 
方法 

デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象

 

契約額等（千円） 時価 
 

当該時価の算定方法
  うち１年超

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
変動受取・固定支払 

長期借入金 9,300,000 9,300,000 ※ － 

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その

時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。（前記「金融商品関係 ２.金融商品の時価等に関する事項」

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項の負債（２）、（４）をご参照ください。） 
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第24期(平成28年６月30日) 

ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、以下の

とおりです。 

ヘッジ会計の 
方法 

デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ対象

 

契約額等（千円） 時価 
 

当該時価の算定方法
  うち１年超

金利スワップの 
特例処理 

金利スワップ取引 
変動受取・固定支払 

長期借入金 10,300,000 10,300,000 ※ － 

※金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その

時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。（前記「金融商品関係 ２.金融商品の時価等に関する事項」

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項の負債（２）、（４）をご参照ください。） 

 

（退職給付関係） 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
第23期 

（平成27年12月31日） 
第24期 

（平成28年６月30日） 

繰延税金資産 

 法人事業税損金不算入額 12千円 18千円

 繰延税金資産計 12千円 18千円

 繰延税金資産の純額 12千円 18千円

 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

 
第23期 

（平成27年12月31日） 
第24期 

（平成28年６月30日） 

法定実効税率 32.31% 32.31%

（調整） 

支払分配金の損金算入額 △32.30% △34.76%

圧縮積立金取崩額 － 2.46%

その他 0.01% 0.01%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.02% 0.02%

 

（持分法損益等） 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

1．親会社及び法人主要投資主等 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

2．関連会社等 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 
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3．兄弟会社等 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

4．役員及び個人主要投資主等 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

（資産除去債務関係） 

第23期(平成27年12月31日)及び第24期(平成28年６月30日)において、該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

本投資法人では、主要都市その他の地域において、賃貸商業施設等(土地を含みます。)及び底地を有し

ています。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。 

   （単位：千円）

  
第23期 

自 平成27年７月１日 
至 平成27年12月31日 

第24期 
自 平成28年１月１日 
至 平成28年６月30日 

貸借対照表計上額  

 期首残高 259,100,839 257,026,139

 期中増減額 △2,074,699 △9,285,788

 期末残高 257,026,139 247,740,351

期末時価  300,380,000 296,970,000

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 

（注２）前期増減額のうち主な増加額は資本的支出工事、主な減少額は減価償却によるものです。当期増減額のうち主

な増加額は「コジマ×ビックカメラ那覇店」の取得、主な減少額は「ジョイフルタウン岡山」の売却及び減価

償却によるものです。 

（注３）期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価格を記載しています。 

 

なお、賃貸等不動産に関する損益につきましては、「損益計算書関係」に記載のとおりです。 

 

（セグメント情報等） 

 

［セグメント情報］ 

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

［関連情報］ 

第23期（自 平成27年７月１日 至 平成27年12月31日） 

1.製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超え

るため、記載を省略しています。 
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2.地域ごとの情報 

（1）営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略

しています。 

（2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超

えるため、記載を省略しています。 

 

3.主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称 営業収益（千円） 関連するセグメント名 

三井不動産株式会社 2,650,312 不動産賃貸事業 

イオンリテール株式会社 2,414,444 不動産賃貸事業 

 

第24期（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） 

1.製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超え

るため、記載を省略しています。 

 

2.地域ごとの情報 

（1）営業収益 

 本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略

しています。 

（2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超

えるため、記載を省略しています。 

 

3.主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称 営業収益（千円） 関連するセグメント名 

三井不動産株式会社 2,649,500 不動産賃貸事業 

イオンリテール株式会社 2,391,064 不動産賃貸事業 
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④ その他特定資産の明細表 

 該当事項はありません。 

 

⑤ 投資法人債明細表 
        （単位：千円）

銘柄 発行年月日 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 利率 償還期限 使途 担保 

第１回無担保 
投資法人債 

平成23年 
3月11日 

5,000,000 － 5,000,000 － 1.07％ 平成28年3月11日 （注１） 無担保

合計 － 5,000,000 － 5,000,000 － － － － － 

（注１）資金使途は短期借入金の返済です。 

 

⑥ 借入金明細表 

 
（単位：千円）

 区    分 当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

平均利率
（注１）

返済期限 使途 摘要 
 借 入 先 

短 
期 
借 
入 
金 

株式会社 
みずほ銀行 

2,000,000 － 2,000,000 － 0.15240% 平成28年３月22日 (注２) 無担保・無保証

－ 3,000,000 3,000,000 － 0.11364% 平成28年４月19日 (注２) 無担保・無保証

－ 1,000,000 1,000,000 － 0.11364% 平成28年４月19日 (注５) 無担保・無保証

－ 3,000,000 3,000,000 － 0.11182% 平成28年５月19日 (注２) 無担保・無保証

－ 2,000,000 2,000,000 － 0.07455% 平成28年６月20日 (注２) 無担保・無保証

－ 2,000,000 － 2,000,000 0.07364% 平成28年７月19日 (注２) 無担保・無保証

株式会社七十七銀行 
－ 1,000,000 1,000,000 － 0.06455% 平成28年６月20日 (注２) 無担保・無保証

－ 1,000,000 － 1,000,000 0.06364% 平成28年７月19日 (注２) 無担保・無保証

株式会社りそな銀行 1,000,000 － 1,000,000 － 0.15240% 平成28年３月22日 (注２) 無担保・無保証

小 計 3,000,000 13,000,000 13,000,000 3,000,000 － － － － 

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社 
三井住友銀行 

2,000,000 － － 2,000,000 1.73543% 平成29年６月20日 (注２) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 1.27750% 平成30年６月20日 (注２) 無担保・無保証

3,000,000 － － 3,000,000 1.16875% 平成32年２月20日 (注２) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000 1.01125% 平成32年８月20日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.60848% 平成32年11月19日 (注２) 無担保・無保証

3,000,000 － － 3,000,000 1.15625% 平成35年２月１日 (注３) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000 0.28125% 平成29年８月29日 (注２) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 0.27500% 平成31年７月２日 (注２) 無担保・無保証

三井住友信託銀行 
株式会社 

2,200,000 － － 2,200,000 1.04125% 平成30年12月14日 (注２) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 0.30874% 平成33年11月30日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.27500% 平成31年７月２日 (注２) 無担保・無保証

株式会社 
三菱東京UFJ銀行 

1,000,000 － － 1,000,000 1.28625% 平成31年８月19日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.99000% 平成31年２月22日 (注３) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000 0.47125% 平成30年２月１日 (注３) 無担保・無保証

三菱UFJ信託銀行 
株式会社 

1,500,000 － － 1,500,000 1.74007% 平成29年８月21日 (注２) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 1.27750% 平成30年６月20日 (注２) 無担保・無保証

2,500,000 － － 2,500,000 0.82000% 平成33年２月１日 (注３) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 0.68500% 平成37年２月19日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.54400% 平成36年３月４日 (注３) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.62000% 平成37年３月３日 (注３) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000
0.88600%
(注８)

平成39年７月２日 (注２) 無担保・無保証

－ 1,000,000 － 1,000,000
0.46130%
(注９)

平成40年３月９日 (注５) 無担保・無保証

株式会社 
みずほ銀行 

1,500,000 － － 1,500,000 1.61580% 平成29年７月19日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 1.30750% 平成30年５月21日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 0.90500% 平成34年３月15日 (注２) 無担保・無保証

1,300,000 － － 1,300,000
0.59750%
(注８)

平成34年７月19日 (注２) 無担保・無保証
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 区    分 当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

平均利率
（注１）

返済期限 使途 摘要 
 借 入 先 

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社群馬銀行 1,000,000 － － 1,000,000
0.27100%
(注８)

平成32年12月16日 (注２) 無担保・無保証

株式会社 
日本政策投資銀行 

3,420,000 － 90,000 3,330,000 1.98000％ 平成28年７月12日 
(注２) 
(注６) 

無担保・無保証

1,140,000 － 30,000 1,110,000 1.98000％ 平成28年７月12日 
(注２) 
(注７) 

無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000 1.58375% 平成29年７月３日 (注３) 無担保・無保証

2,000,000 － － 2,000,000 1.20875% 平成35年８月21日 (注２) 無担保・無保証

1,500,000 － － 1,500,000 1.17000% 平成37年５月19日 (注２) 無担保・無保証

－ 2,000,000 － 2,000,000 0.35880% 平成39年３月９日 (注５) 無担保・無保証

－ 1,000,000 － 1,000,000 0.37190% 平成39年７月20日 (注２) 無担保・無保証

農林中央金庫 

2,000,000 － － 2,000,000 0.77250% 平成31年７月18日 (注２) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000
0.08890%
(注８)
(注10)

平成30年１月23日 (注２) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000
0.33300%
(注８)

平成35年１月23日 (注２) 無担保・無保証

株式会社八十二銀行 1,000,000 － － 1,000,000
0.25190%
(注８)

平成34年５月19日 (注２) 無担保・無保証

株式会社山口銀行 1,000,000 － － 1,000,000 0.81125% 平成36年８月19日 (注２) 無担保・無保証

株式会社りそな銀行 
1,000,000 － － 1,000,000 1.20673% 平成30年２月５日 (注２) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000
0.46490%
(注８)

平成36年３月４日 (注３) 無担保・無保証

株式会社広島銀行 1,000,000 － － 1,000,000
0.40250%
(注８)

平成33年11月25日 (注２) 無担保・無保証

株式会社福岡銀行 
1,000,000 － － 1,000,000 0.75375% 平成29年２月24日 (注３) 無担保・無保証

1,000,000 － － 1,000,000 0.47125% 平成30年２月１日 (注３) 無担保・無保証

みずほ信託銀行 
株式会社 

2,500,000 － － 2,500,000 0.69000% 平成32年２月３日 (注３) 無担保・無保証

－ 1,900,000 － 1,900,000 0.15380% 平成36年３月11日 (注４) 無担保・無保証

株式会社第四銀行 

1,000,000 － － 1,000,000 0.49875% 平成29年８月１日 (注２) 無担保・無保証

－ 1,000,000 － 1,000,000
0.04805%
(注８)
(注10)

平成35年２月10日 (注３) 無担保・無保証

株式会社武蔵野銀行 1,000,000 － － 1,000,000 0.45333% 平成31年５月27日 (注３) 無担保・無保証

株式会社伊予銀行 1,000,000 － － 1,000,000
0.61150%
(注８)

平成37年５月14日 (注３) 無担保・無保証

小 計 69,060,000 6,900,000 120,000 75,840,000 － － － － 

 合 計 72,060,000 19,900,000 13,120,000 78,840,000 － － － － 

（注１）「平均利率」は借入先金融機関毎の借入利率を、小数第６位を四捨五入して記載しています。 

（注２）資金使途は既存の借入金の借換えです。 

（注３）資金使途は不動産等の購入です。 

（注４）資金使途は不動産等の購入及び投資法人債の償還です。 

（注５）資金使途は投資法人債の償還です。 

（注６）平成22年３月31日を初回として、以後６か月毎の末日まで各回90,000千円返済、平成28年７月12日に3,330,000千円返済となっていま

す。 

（注７）平成22年３月31日を初回として、以後６か月毎の末日まで各回30,000千円返済、平成28年７月12日に1,110,000千円返済となっていま

す。 

（注８）金利変動リスクを回避する目的で金利を実質固定化する金利スワップ取引を行っており、金利スワップ契約締結時の利率を記載してい

ます。 

（注９）平成28年５月９日から平成40年３月９日まで適用される利率を記載しています。 

（注10）平成28年６月30日現在、借入先に支払う適用金利がマイナスとなっています。 

（注11）長期借入金（１年以内に返済予定のものを除きます。）の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとお

りです。 

 

   （単位：千円）

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 15,500,000 4,700,000 12,000,000 6,000,000
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２【投資法人の現況】 

【純資産額計算書】 

 （平成28年６月30日現在）

Ⅰ 資産総額 267,353,326千円

Ⅱ 負債総額 115,765,550千円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 151,587,776千円

Ⅳ 発行済数量 496,000口

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 305,620円
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第６【販売及び買戻しの実績】 
 

計算期間 販売日 販売口数 買戻し口数 発行済口数 

第19期 
（自 平成25年７月１日 

至 平成25年12月31日） 
該当事項はありません。 

第20期 
（自 平成26年１月１日 

至 平成26年６月30日） 

平成26年１月１日
（注１） 

248,000口 0口 496,000口

第21期 
（自 平成26年７月１日 

至 平成26年12月31日） 
該当事項はありません。 

第22期 
（自 平成27年１月１日 

至 平成27年６月30日） 
該当事項はありません。 

第23期 
（自 平成27年７月１日 

至 平成27年12月31日） 
該当事項はありません。 

第24期 
（自 平成28年１月１日 

至 平成28年６月30日） 
該当事項はありません。 

（注１）平成25年12月31日（実質的には平成25年12月30日）を分割の基準日とし、平成26年１月１日を効力発生日として投資口１口につき２口

の割合による投資口の分割を行いました。 

（注２）本投資法人による投資口の払戻しの実績はありません。 
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第７【参考情報】 
 

 第24期計算期間中、以下の書類を関東財務局長に提出しています。 

 

平成28年３月29日  有価証券報告書（第23期：計算期間 自平成27年７月１日 至平成27年12

月31日） 

平成28年３月29日  訂正発行登録書 

平成28年５月27日  訂正有価証券報告書（第23期：計算期間 自平成27年７月１日 至平成27

年12月31日） 

平成28年５月27日  訂正発行登録書 
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独立監査人の監査報告書 

 

    平成２８年９月２３日

フロンティア不動産投資法人    

  役員会 御 中    

 

  新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 伊  藤  志  保  印 

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 安  部  里  史  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法

人の経理状況」に掲げられているフロンティア不動産投資法人の平成２８年１月１日から平成２８年６

月３０日までの第２４期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動

計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を

行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合

理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための

ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、フロンティア不動産投資法人の平成２８年６月３０日現在の財産の状態並びに同日をもって終

了する計算期間の損益及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

 

利害関係 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

 

以 上

 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途保管し

ております。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 
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